
新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針
令和3年4月1日

授業 学校生活

（学外実習・センター実習

含む）

（就活、他県への往来、

アルバイト）
学生 学外者

0 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常

1

□感染拡大防止に配慮し、

対面授業を行う

□地域により学内実習への

代替検討

□感染拡大防止への配慮を

した上で可

□アルバイト先が感染対策

を実施していることを条件

とする

□アルバイトは実習2週間前

から禁止とする

□感染拡大防止対策をした上

で認める

※感染拡大傾向にある地域へ

の研究のための出張は、自粛

するように要請する

□感染拡大防止対策をした上

で、通常通りの勤務を行う

□出張は、感染拡大防止対策

をした上で可

□感染拡大防止への対策を

した上で可

□感染拡大防止への対策を

した上で可

2-制限（小）

□感染拡大防止への配慮を

した上で、大学が許可した

活動は可

2-制限（中）

□感染拡大防止への配慮を

した上で、大学が許可した

活動は可

2-制限（大）
□原則禁止とする

※オンライン可

3 □原則遠隔授業を行う
□原則禁止とする

※オンライン可

□アルバイトは原則禁止と

する

□県外への往来は原則禁止

とする

□可能な限り自宅での研究と

する

※研究のための出張は、原則

禁止とする

□当番制を取り入れる等、

可能な限り在宅勤務とする

□出張は原則禁止とする

※学長が許可した場合出張可

□原則禁止とする

※大学が許可した者は可
□原則禁止とする。

4 □原則遠隔授業を行う
□原則禁止とする

※オンライン可

□アルバイトは原則禁止と

する

□県外への往来は原則禁止

とする

□研究室への立入は原則禁止

とする

※研究のための出張は、禁止

とする

□原則在宅勤務とするが、

業務上難しい場合、必要最小

限の職員のみ通常勤務とする

□出張は禁止とする

□原則禁止とする □原則禁止とする

九州看護福祉大学

□感染拡大防止への対策を

した上で可

□不要不急の訪問自粛を

要請する

段階

基本指針

構内への立入

課外活動 研究活動 職員の勤務形態

□感染拡大防止に配慮し、

原則対面授業を行う

□実習先の対応に合わせ、

学内実習を行う

□感染拡大防止対策をした上

で、授業形態に応じた対応を

行う

□出張に関しては原則自粛

□県外への往来後は、健康

観察を2週間行う

□ボランティアに関しては

独自の判断はせず、大学に

相談する


